
 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長  

４月に草野中学校に着任いたしました、校長の      と申します。どうぞよろしくお願いします。 

いよいよ草野中の新しい一年が始まりました。令和６年度は、生徒数 40５名（１年生 119名、２年生 114名、

３年生 16４名、特別支援学級８名）、13学級（１年生３学級、２年生３学級、３年生５学級、特別支援学級２学級）、

教職員 34名でスタートしました。 

本校の学校教育目標は、「自ら学び、豊かな心と健やかな体を持ち、未来を切り拓くことができる生徒の育

成」です。特に今年は、大きく２つのことに重点を置いていきたいと考えています。 

一つ目は、すべての生徒が安心して、安全に学習できる環境づくりに努めていくことです。各学年での学習

内容を確実に習得できるよう、年間の授業時数を確保しつつ、生徒一人一人と向き合う時間を確保できるよう、

教育課程を柔軟に運用していきます。また、様々な要因で教室に入ることができない生徒に対して、専任の支

援員（ステップルームティーチャー）を配置しています。教室以外の場所（ステップルーム）で、毎日継続して指

導・支援をすることで、生徒一人一人の不安を解消し、学習の場を提供していきます。 

二つ目は、生徒理解を深め、個の教育ニーズに応じた支援の充実を図っていくことです。児童生徒の心理臨

床に関して専門的な知識・経験を有するスクールカウンセラーとの相談により、いじめや不登校などの問題や

生徒個々の悩みや不安の解消に努めていきます。その他にも、個別の学習支援や教育支援を行うため、市教

育センターやライトポートなどの関係機関と連携を図り、登校できる日や学ぶ機会を確保していきます。 

以上、教職員一同、全力を尽くして様々な活動を充実させ、生徒一人一人が「草野中で学んでよかった」と

思える教育を目指してまいります。保護者の皆様には、これまで同様、本校に対するご理解とご協力をいただく

とともに、さらなるご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉市立草野中学校 

学校だより 0６-01号 

令和６年４月９日（火） 

令和６年度「草野中だより」は原則、毎月初めに発行し、学校の情報をお知らせしてまいります。 

行事等がある場合には、随時発行してまいります。なお、ホームページにもアップしています。 

 

 

校  訓 

「知徳体」 

学校教育目標 

自ら学び、豊かな心と健やかな体を持ち、 

未来を切り拓くことができる生徒の育成 

 

 

【目指す生徒像】 
確かな学力を持つ生徒 
豊かな心を持ち、自他ともに人格や個性を尊重しあえる生徒 
健やかな体を持ち、自ら考え、行動できる生徒 
【目指す教職員像】 
信念と謙虚さを持ち、研鑽する教職員 
生徒理解に努め、愛情をもって生徒一人一人を大切にする教職員 
信頼にこたえ、生徒とともに向上・行動できる教職員 
 

 



転入・新任職員紹介 ４月１日、６名の職員が新たに着任しましたので紹介します。 

 

 

  

本年度の本校職員の配属と役割は以下のとおりです。保護者の皆様とともに

生徒の成長のために努力いたします。一年間よろしくお願いいたします。 

校  長：      教  頭   : 
教務主任：  生徒指導主任  ： 
研究主任：  養護教諭  ： 
初任者指導：   

担  当 １ 学 年 ２ 学 年 ３ 学 年 

学年主任    

学級 

担任 

Ａ組    

Ｂ組    

Ｃ組    

Ｄ組    

Ｅ組    

Ｆ組    

副 担 任 
   

   

事 務     ：           スクールカウンセラー： 

技能員     ：          初任者指導教員   ：  

学校図書館指導員：           ｽﾃｯﾌﾟﾙｰﾑﾃｨｰﾁｬｰ   ：  

スクールサポートスタッフ：                 給食非常勤職員   ：  

≪部活動顧問≫ ◇次の職員が、一年間部活動を担当します。よろしくお願いします。 

サッカー    ：                       野 球：  

バスケットボール： 

バレーボール  ：  

剣 道     ：                           卓 球：  

ソフトテニス  ：  

吹奏楽：                        美 術：            科学技術： 

クラフト    ：  

【学校における合理的配慮の提供について】 

平成２８年４月１日から公立学校において、合理的配慮の提供が義務となっております。合理的配慮は、子ども

に合った必要かつ適当な変更及び調整で、特定の場面において必要とされ、過度な負担を課さないものです。

学校に合理的配慮の提供を求める場合には、学校（学級担任）に申し出ください。 

【保護者の方へのお願い】 

登下校時にお子様を自家用車等で送迎する際、制限速度の遵守をお願いいたします。特に、スポーツセンター

敷地内の方から学校に苦情が寄せられています。ご協力をお願いいたします。 

【ステップルームの開設について】 

昨年度に引き続き、校内教育支援センター（ステップルーム）を開設します。ステップルームティーチ

ャー等による学習支援や不安・悩みに対する相談支援の他、学習のつまづきや遅れを補いながら生徒に応

じた個別の学習支援を行います。 

開設日・・・月～金    開設時間・・・８:１0から一般下校時間まで 

     


